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健康・快適生活

メ
ー
ル
を
送
る
業
者
の
中
に

は
、
違
法
な
ヤ
ミ
金
業
者
も
多

い
こ
と
か
ら
、
不
安
が
あ
る
場

合
は
左
記
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

■
相
談
窓
口
／

◦
役
場
企
画
財
政
課
商
工
労
働
係

　
（
２
階
⑯
番
窓
口
☎
４
８
５
︱

２
１
１
１
内
線
２
５
１
）

◦
釧
路
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎

０
１
５
４
︱
24
︱
３
０
０
０
）

◦
釧
路
総
合
振
興
局
商
工
労
働

観
光
課
（
☎
０
１
５
４
︱
43
︱

９
１
８
２
）

◦
北
海
道
庁
経
済
部
商
工
局
商
工

金
融
課
（
☎
０
１
１
︱
２
０
４

︱
５
３
４
５
）

■
主
な
改
正
点
／

◦
個
人
が
貸
金
業
者
か
ら
借
り

る
と
き
借
入
総
額
が
「
年
収
の

３
分
の
１
」
を
超
え
る
と
、
新

規
の
借
入
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。

◦
借
入
れ
の
際
は
、
基
本
的
に
年

収
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
年
収
を
証
明
す
る

書
類
が
な
い
と
、
借
り
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
簡
単
に
借
り
ら
れ
る
と
の
広

告
を
出
す
業
者
や
ダ
イ
レ
ク
ト

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で

 
〜「
う
つ
」に
つ
い
て
〜

合
に
よ
っ
て
は
治
療
が
必
要

で
す
が
、
精
神
科
が
あ
る
医

療
機
関
へ
の
受
診
は
予
約
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
各

医
療
機
関
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
心
の
健
康
づ
く
り
講
演
会
の

　
お
知
ら
せ

　

本
町
で
は
、
う
つ
に
関
す
る
知

識
と
対
応
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
、
ま
た
自
殺
対
策
の
一
環
と
し

て
左
記
の
と
お
り
講
演
会
を
開
催

し
ま
す
。
う
つ
病
の
理
解
、
家
族

や
知
人
が
う
つ
病
で
は
と
思
っ
た

と
き
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
自

分
自
身
の
ス
ト
レ
ス
対
処
法
な
ど

に
つ
い
て
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
方
の
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
日
時
／
７
月
23
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

※
受
付
は
午
後
１
時
か
ら
で
す
。

■
場
所
／
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン

タ
ー

■
テ
ー
マ
／
「
心
の
健
康
を
保
つ

た
め
に
～
う
つ
病
の
理
解
と
対

応
～
」

■
講
師
／
釧
路
保
健
所　

子
ど

も
・
保
健
推
進
課
精
神
保
健
福

祉
係　

箱
石
ゆ
み
主
任
保
健
師

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
健
康

　

推
進
係
（
☎
４
８
５
︱
１
０
０

　

０
）

こんにちは
保健師です

「
う
つ
」
っ
て
、
な
に
？

　

一
般
に
は
「
憂
う
つ
な
気
分
」

や
「
気
分
の
落
ち
込
み
」
は
正
常

な
気
分
の
変
動
で
あ
り
誰
も
が
経

験
す
る
こ
と
で
す
が
、「
う
つ
状

態
」
に
な
る
と
そ
れ
ら
に
不
眠
、

食
欲
の
低
下
、
全
身
の
だ
る
さ
な

ど
身
体
症
状
が
表
れ
ま
す
。
そ
の

次
に
、
意
欲
が
低
下
し
た
り
、
物

事
へ
の
興
味
が
無
く
な
っ
た
り
、

自
分
な
ど
い
な
い
方
が
良
い
の
で

は
と
考
え
た
り
と
感
情
面
の
変
化

が
見
ら
れ
ま
す
。
う
つ
病
は
誰
で

も
か
か
る
可
能
性
の
あ
る
病
気
で

す
。
日
本
人
で
は
生
涯
の
内
、
女

性
の
８
％
、
男
性
の
４
％
が
か
か

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
？

　

発
症
の
き
っ
か
け
は
さ
ま
ざ
ま

で
原
因
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
脳
内
の
神

経
伝
達
物
質
が
何
ら
か
の
原
因
で

減
少
し
、
情
報
伝
達
が
ス
ム
ー
ズ

に
行
わ
れ
な
く
な
る
た
め
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
生
ま
れ

つ
き
の
体
質
や
環
境
要
因
、
ス
ト

レ
ス
な
ど
が
複
合
的
に
関
連
し
て

い
る
そ
う
で
す
。

　

職
場
で
の
人
間
関
係
や
仕
事
で

の
ス
ト
レ
ス
、
大
切
な
人
を
失
っ

た
悲
し
み
の
体
験
、
退
職
や
子
育

て
が
終
わ
り
生
活
に
張
り
合
い
が

な
く
な
っ
た
こ
と
、
経
済
的
な
問

題
や
自
分
・
家
族
が
慢
性
的
な
病

気
を
患
う
な
ど
、
ス
ト
レ
ス
の
原

因
に
な
り
や
す
い
体
験
と
個
人
の

特
性
が
相
互
に
関
係
し
て
う
つ
病

を
発
症
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
し
も
「
う
つ
」
が
疑
わ
れ
た
ら

～
周
囲
の
人
が
で
き
る
こ
と

　

本
人
が
不
調
を
感
じ
て
い
て
も

な
か
な
か
受
診
し
よ
う
と
い
う
行

動
に
な
り
づ
ら
い
も
の
で
す
の
で
、

周
り
の
人
が
い
つ
も
と
違
う
様
子

に
気
付
い
て
声
を
か
け
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
釧
路
保
健
所
や
ふ
れ

あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
で
は
、
随
時

相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
場

こ
こ
数
年
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
う
つ
病
や
う
つ
病
を
背
景
と
す
る
自
殺
の

ニ
ュ
ー
ス
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
10
年
以
降
は

自
殺
者
が
毎
年
３
万
人
を
超
え
、
心
の
健
康
状
態
が
大
き
く
関
係
し
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
働
き
盛
り
の
世
代
に
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、最
近
で
は
若
い
世
代
に
も
心
の
不
調
を
訴
え
る
人
が
増
え
て
い
て
、

「
う
つ
病
」
は
決
し
て
珍
し
い
特
別
な
病
気
で
は
な
い
の
で
す
。

貸金業法が
大きく
変わる！

　

今
月
は
６
月
18
日
に
改
正
さ

れ
た
貸
金
業
法
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
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健康・快適生活

　

以
前
は
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
へ
の
申
し
立
て

手
続
き
が
大
変
で
あ
き
ら
め
て
い
た
方
も
い
ま
し
た
が
、

年
金
事
務
所
で
も
年
金
記
録
の
調
査
で
記
録
が
回
復
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
利
用
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
釧
路
年
金
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
☎
０
１
５
４
︱
22
︱
５
８
１
０
）

国
民
年
金
保
険
料
免
除

（
一
部
納
付
）申
請
を

受
け
付
け
ま
す

年
金
記
録
の
回
復
が
大
変
で

あ
き
ら
め
て
い
た
方
へ

　国民年金基金に加入できるのは、すべての条件を満たしている方です。
○20歳から60歳未満の方
○国民年金保険料を納めている方（農業者年金加入者除く）
こんなメリットがあります
①掛金は全額社会保険料控除となり税金が軽減されます。
②加入したときの掛金や受け取る年金額は変わり
ませんので、自分に合わせた年金設計ができま
す。
③保障付に加入した方が保障期間内に亡くなられ
た場合、遺族の方に一時金が支給されます。
■問い合わせ／北海道国民年金基金
　（☎0120-65-4192）

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
で
、

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定

基
準
以
下
ま
た
は
失
業
・
震
災
な
ど
に
よ
り
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
納
付
が
免
除
さ
れ

る
「
保
険
料
免
除
（
一
部
納
付
）
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
世
帯
主
の
所
得
が
高
く
、
保
険
料
免

除
の
対
象
に
な
ら
な
い
30
歳
未
満
の
方
に
は
、

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」、
学
生
の
方
に
は
、

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
は
本
人
と
配
偶
者
の

所
得
、
学
生
納
付
特
例
制
度
は
本
人
の
所
得
で

審
査
さ
れ
ま
す
。

■
手
続
き
／

①
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る

も
の

②
印
か
ん

③
他
の
市
（
区
）
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
は
、

前
年
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の
（
所
得
証
明

書
な
ど
）

④
失
業
さ
れ
て
い
る
方
は
、「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」
の
写
し
な
ど

※
ご
本
人
以
外
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
所
得
審
査
の
た
め
、
申
告
な
ど
を
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
役
場
住
民
課
年
金
保
険
係

（
１
階
④
番
窓
口
☎
４
８
５
︱
２
１
１
１�

内
線
１
２
９
）

これから暖かくなり、食中毒が増加する傾向にあります。食中毒菌・ウイルスは
数多く、その症状もさまざまです。代表的な食中毒菌・ウイルスは下記のとおり
です。

これらの食中毒を予防するために、特に次のような衛生習慣を守りましょう。
食中毒菌・ウイルスを「付けない、増やさない、やっつける」

●付 け な い…手や調理器具はしっかり洗う
　　　　　　　食品は他の食品と触れないよう、包んで保存する
●増やさない…食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れ保存する
　　　　　　　調理後の食品は早めに食べる
●やっつける…食品内部まで十分に加熱する
　　　　　　　真水で十分に洗う

食中毒菌・ウイルス 発生しやすい食品 症　　　状

黄色ぶどう球菌 おにぎり、弁当、調理パン 吐き気、嘔吐、腹痛

腸炎ビブリオ 海水魚、さしみ 下痢、吐き気、嘔吐、腹痛

カンピロバクター 鶏肉 下痢、嘔吐、腹痛、発熱

国民年金の上乗せ年金 国民年金基金

食中毒に注意しましょう

役場住民課環境衛生係
（1階③番窓口☎485-2111内線125）


